
 

【東北 2 田子地区樹木採取区】 

公募要項等に関する説明会及び現地説明会の質問・意見に対する回答 

 

現地説明会の質問・意見（令和３年１０月２１日） 

番号 質問項目 質問内容 回答 

１ 基礎額の算定方法に

ついて 

基礎額算定林分の選定方法の

説明で、林分内容や搬出等の条

件から平均的な場所を選定して

いるとのことだが、選定過程では

林分内容及び搬出条件どちらも

点数が低い林分であっても、基

礎額をみると高額になっている

のはなぜか。 

基礎額算定林分の選定にあたっ

ては、森林調査簿（平成３１年３

月 31 日時点）等をもとに、林分

内容のほか、林地傾斜等の搬出

条件を点数化して平均的な場所

を選んでいます。（公募要項 別

紙10「基礎額算定林分の選定過

程、箇所及び収穫調査結果等」

参照。） 

一方、基礎額の算定は、収穫調

査結果（林分内容や搬出条件

等）をもとに算出しているもので

す。立木の径級や樹高、樹種構

成によって価格の変動があるた

め、配布資料の「樹材種別明細」

及び現地を確認のうえ、申請額

を算出ください。 

 

2 樹木採取区の林分内

容、搬出条件等につ

いて 

基礎額算定林分については、林

分内容や搬出条件の配点を示し

ていただいたが、基礎額算定林

分以外の箇所も同様に示されて

いるのか。（配布資料のｐ7「東北

2田子地区樹木採取区森林資源

等状況一覧表」に記載がある

か。） 

林分内容等の良し悪しについて

は、配布資料のｐ7 では記載して

おりませんが、公募要項 別紙

10「基礎額算定林分の選定過

程、箇所及び収穫調査結果等」

に基礎額算定林分以外の箇所も

林分内容や搬出条件を記載して

おりますので、ご参照ください。

なお、こちらに記載の林分は、公

募段階で主伐可能なものを対象

としています。 

 

3 施業計画について 公募で示されている基礎額算定

林分を１年目に伐採する必要が

あるのか。 

伐採の順番については、樹木採

取権者の任意となりますが、「公

募要項 14.その他」で示すとお



 

り、国において収穫調査を実施

済み伐区は、現段階では基礎額

算定林分（513 か林小班を除く）

のみとなります。 

そのため、樹木の採取にあたっ

ては、収穫調査済み箇所を優先

して着手いただくと、事業の円滑

化に役立つものと考えています。 

 

4 基礎額算定林分

（502 い林小班）に

ついて 

【林分内容と搬出条

件について】 

基礎額算定林分（502 い林小

班）の林分内容と搬出条件につ

いて教えてほしい。 

公募要項 別紙 10「基礎額算定

林分の選定過程、箇所及び収穫

調査結果等」では、林分内容の

配点が 9 点で、搬出条件が 11

点となっている。 

 

5 基礎額算定林分

（502 い林小班）に

ついて 

【配布資料ｐ16 の現

況図面（GIS 図面）

の見方】 

 

基礎額算定林分（502 い林小

班）の現況図面（GIS 図面）で、

赤枠の想定伐区と、紫色点線で

囲まれた生産固定経費共通伐区

などが記載されているが、実際に

伐採するのはどの部分になるの

か。 

想定伐区や生産固定経費共通

伐区は、収穫調査の実施や基礎

額の算定にあたり示したもので

す。質問いただいた「502 い林

小班」の伐採にあたっては、配布

資料ｐ18「実測位置図」をご参照

ください。 

 

6 実際に伐採する際、隣接伐区

（502 ろ林小班）にはすぐに入れ

ないのか。 

隣接伐区（502 ろ林小班）につ

いては、現段階で収穫調査を未

実施であるため、採取まで一定

期間を要します。 

採取希望時期があれば、任意提

出いただく参考様式：採取希望

時期に採取希望時期を記載いた

だくことにより、樹木採取権者と

なった場合の収穫調査の円滑な

実施に活用させていただきます。 

 

 

 

 

 



 

公募要項等に関する説明会の質問・意見（令和３年１０月２2 日） 

番号 質問項目 質問内容 回答 

1 申請方法について 申請者は１社のみでなければな

らないのか。 

共同申請は認められないのか。 

申請は１社のみとなります。 

2 伐採後の造林につい

て 

申請書の段階で、造林に係る費

用は記載しなくてよいのか。 

造林の費用については、申請書

での記載を要しません。 

造林については、森林管理署長

と造林事業請負契約を締結する

こととなりますが、一貫作業を前

提とするため、ご留意願います。 

 

3 造林の範囲は、植栽後の下刈り

等も要するのか。 

造林は植栽までとなります。その

後の管理は国で行います。 

なお、造林事業請負契約につい

ては、東北森林管理局の造林事

業請負契約約款に従っていただ

くこととなり、現場代理人の直接

雇用や、一括下請の禁止などが

規定されていますので、ご確認く

ださい。 

また、造林までの流れについて

は、配布資料「樹木採取権制度

について」のｐ14 をご確認くださ

い。 

 

4 安定取引協定につい

て 

申請書で記載する安定取引協定

について、協定数の大小は評価

の対象とならないとの説明であ

ったかと思うが、これに関しては

どのような考えか。 

安定取引協定の数が多い分、評

価が上がるということではないた

め、申請に必要なものをコンパク

トにまとめていただければと考え

ています。 

 

5 新規需要開拓の評価について、

トレーサビリティーを要さない旨

が記載されている（配布資料「申

請書記載例」ｐ21 参照）が、どこ

の段階で取引内容の実施状況を

確認するのか。 

申請の段階では締結されている

協定書で評価させていただきま

す。 

木材取引の実施状況について

は、樹木採取権者になられた場

合は、木材取引状況を報告いた



 

 

 

樹木採取区から供給される素材

量として、6,000m3/年と記載

されている（配布資料「申請書記

載例」ｐ14 参照）が、実際に生産

された原木量がこれを下回った

場合でも問題ないのか。 

だくことになります。 

 

安定取引協定の実施状況が思

わしくない等の現状にある場合

は、協定先の変更を検討いただ

く必要もあるかと考えています。 

（公募要項 別紙 15「樹木採取

権運用協定書（案）」の第 8 章

（木材の安定取引の目標に関す

る樹木採取権存続期間中の報

告等）第 50 条を参照。） 

 

なお、当局としては、樹木採取区

の原木量を持って新規需要開拓

をいただいているということから

も、実際の資材量は考慮しつつ、

樹木採取権者として協定先への

供給責任をどう果たしているか

という観点からも実際の取引内

容の妥当性について、確認、検

討して参ります。 

 

6 樹木採取区の存続期

間に係る樹木採取権

利の放棄について 

素材生産を主としている。 

今回の樹木採取区の存続期間

（８年間）では、雇用の関係から

も継続出来るか不安もある。 

採取の権利を途中で放棄出来る

のか。 

最低採取面積を定めているた

め、全量を採取出来ない場合で

あっても、最低限この限度で採

取を継続いただければと考えて

いる。 

（公募要項 別紙 12「東北２田子

地区樹木採取区の国有林野の

管理経営に関する法律第８条の 

1 4 第２項第１号の樹木の採取

に関する基準」を参照。） 

 

なお、やむを得ない事由が発生

した場合など、樹木採取権を放

棄できる旨を公募要項 別紙 15

「樹木採取権運用協定書（案）」

で定めているため、その範囲で



 

ご相談していくこととなります。 

 

7 安定取引協定につい

て 

川下までの協定が必須であり、

川中までの協定では不足である

という理解でよいか。 

安定取引協定を通じて一定量

（樹木採取区から供給される予

定の量の 50％以上）を川下まで

供給する必要があることから、川

下までの協定は必須となります

が、複数ある取引協定の中に川

中止まりのものがあっても問題

ございません。 

 

8 川中・川下事業者の

定義について 

配布資料「樹木採取権制度につ

いて」のｐ5 で記載されている川

中、川下事業者の定義につい

て、『原木をエネルギー源として

再生可能エネルギー発電事業を

営む者』は川中となっているが、

この流れは川下まで協定を締結

しなければならないのか。 

それとも、この場合は川中までで

よいのか。 

 

川中、川下事業者の定義につい

ては、「木材の安定供給の確保

の促進に関する特別措置法」を

適用しています。 

ご質問いただいた、『原木をエネ

ルギー源として再生可能エネル

ギー発電事業を営む者』は川中

事業者と定義されています。 

この場合の協定は、川中までで

構いません(川下までの協定は

別途必要）。 

なお、素材生産事業者との間に

チップ事業者等が入ることで、川

下事業者になり得ると考えてい

ます。 

 

9 川下事業者の定義として、『ラミ

ナ等の半製品を含む木材製品を

原材料として集成材・直交集成

板（CLT）等を製造する者』とあ

るが、半製品を買わずに原木を

購入して集成材等を製造してい

る事業者もいるかと思う。この場

合は川中になってしまうのか。 

川中事業者に該当すると考えら

れますが、申請書の記載内容に

よって、判断させていただくこと

になります。 

 

 

 

 

 

 


